
 

 

 

 

野田市水道事業運営審議会次第 

 

 

 

日時 令和元年８月８日（木） 

     午後１時３０分から 

場所 野田市水道部２階大会議室 

 

 

 

１ 開会のことば  

２ 会長挨拶  

３ 水道事業管理者挨拶  

４ 議題  

(１)平成３０年度野田市水道事業会計決算概要について 

 

(２)パブリック・コメント手続きにより寄せられた意見数及び意見内容について 

 

(３)野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定及び野田市水道事業給 

水条例施行規程の一部を改正する規程について 

 

(４)水道部マスコットキャラクターの名前の決定について 

 

５ 閉会のことば  













野田市条例第   号 

 

   野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 野田市水道事業給水条例（昭和４９年野田市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２８条を次のように改める。 

 （手数料） 

第２８条 手数料は、別表第３に定める額とする。 

２ 手数料は、納入通知書により徴収する。 

 第２９条第１項前段中「以下本条において同じ。）」を「）を」に改め、同

項後段を削り、同条第３項中「給水装置工事の申し込みの際」を「納入通知書

により」に改める。 

 第３２条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

 別表第１中「別表第１」を「別表第１（第２２条）」に、「水道料金（第２

２条）」を「水道料金」に改める。 

 別表第２中「別表第２」を「別表第２（第２５条第１項）」に、「水道料金

算定の特例（第２５条第１項）」を「水道料金算定の特例」に改める。 

 別表第３中「別表第３」を「別表第３（第２８条第１項）」に、「手数料（

第２８条）」を「手数料」に改め、同表指定給水装置工事事業者登録手数料の

項の次に次のように加える。 

指定給水装置工事事業者更新手数料 １件につき １０，０００円 

 別表第３指定給水装置工事事業者証再交付手数料の項から第３２条第２項の 

             「          「 

確認手数料の項までの規定中 〃  を １件につき  に 

                      」          」 

改める。 

 別表第４中「別表第４」を「別表第４（第２９条第２項）」に、「給水申込

納付金（第２９条第２項）」を「給水申込納付金」に改め、同表に次の備考を

加える。 



 備考 改造（給水管の口径を増径する場合に限る。）の場合は、新口径に係

る納付金額から旧口径に係る納付金額を控除して得た額とする。 

   附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第２８条、第２９

条第１項及び第３項、別表第１、別表第２、別表第３（指定給水装置工事事業

者登録手数料の項の次に指定給水装置工事事業者更新手数料の項を加える改正

規定を除く。）並びに別表第４の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 



参考資料 

1 

野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

○ 野田市水道事業給水条例（昭和49年野田市条例第19号） 

改  正  案 現     行 

(手数料) (手数料) 

第 28 条 手数料は、別表第 3 に定める額とす

る。 

第 28 条 手数料は、別表第 3により申請者か

ら申し込みの際これを徴収する。ただし、

管理者が特別の理由があると認めた申込者

からは、申し込み後徴収することができる。 

2 手数料は、納入通知書により徴収する。  

(給水申込納付金) (給水申込納付金) 

第 29 条 給水装置の新設又は改造(給水管の

口径を増径する場合に限る。)をしようとす

る者は、管理者に給水申込納付金(以下「納

付金」という。)を納付しなければならない。 

第 29 条 給水装置の新設又は改造(給水管の

口径を増径する場合に限る。以下本条にお

いて同じ。)しようとする者は、管理者に給

水申込納付金(以下「納付金」という。)を

納付しなければならない。この場合改造し

ようとする者の納付金は、新口径にかかわ

る納付金の額と旧口径にかかわる納付金の

差額とする。 

2 (略) 2 (略) 

3 納付金は、納入通知書により徴収する。 3 納付金は、給水装置工事の申し込みの際徴

収する。 

4 (略) 4 (略) 

(給水装置の基準違反に対する措置) (給水装置の基準違反に対する措置) 

第 32 条 管理者は、水の供給を受ける者の給

水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭

和 32 年政令第 336 号)第 6 条に規定する給

水装置の構造及び材質の基準に適合してい

ないときは、その者の給水契約の申込みを

拒み、又はその者が給水装置をその基準に

適合させるまでの間、その者に対する給水

を停止することができる。 

第 32 条 管理者は、水の供給を受ける者の給

水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭

和 32 年政令第 336 号)第 5 条に規定する給

水装置の構造及び材質の基準に適合してい

ないときは、その者の給水契約の申込みを

拒み、又はその者が給水装置をその基準に

適合させるまでの間、その者に対する給水

を停止することができる。 

2 (略) 2 (略) 

  

別表第 1(第 22 条) 別表第 1 

 水道料金  水道料金(第 22 条) 

  (略)   (略) 

  

別表第 2(第 25 条第 1項) 別表第 2 

 水道料金算定の特例  水道料金算定の特例(第 25 条第 1項) 

(略) (略) 

  

別表第 3(第 28 条第 1項) 別表第 3 

 手数料  手数料(第 28 条) 

種類 単位 金額 

指定給水装置

工事事業者登

録手数料 

1 件につき (略) 

種類 単位 金額 

指定給水装置

工事事業者登

録手数料 

1 件につき (略) 



 2

指定給水装置

工事事業者更

新手数料 

1 件につき 10,000 円 

指定給水装置

工事事業者証

再交付手数料 

1 件につき (略) 

設計審査手数

料(使用材料の

確認を含む。) 

1 件につき (略) 

しゅん工検査

手数料 

1 件につき (略) 

開栓及び閉栓

手数料 

1 件につき (略) 

各種証明手数

料 

1 件につき (略) 

第 32 条第 2 項

の確認手数料 

1 件につき (略) 

(略) 
 

指定給水装置

工事事業者証

再交付手数料 

〃 (略) 

設計審査手数

料(使用材料の

確認を含む。) 

〃 (略) 

しゅん工検査

手数料 

〃 (略) 

開栓及び閉栓

手数料 

〃 (略) 

各種証明手数

料 

〃 (略) 

第 32 条第 2 項

の確認手数料 

〃 (略) 

(略) 
 

  

別表第 4(第 29 条第 2項) 別表第 4 

 給水申込納付金  給水申込納付金(第 29 条第 2項) 

(略) 
 

(略) 

 備考 改造(給水管の口径を増径する場合

に限る。)の場合は、新口径に係る納付

金額から旧口径に係る納付金額を控除

して得た額とする。 

 

  

 

 

 



野田市水道事業規程第   号 

 

   野田市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程 

 

 野田市水道事業給水条例施行規程（平成１０年野田市水道事業規程第１号）

の一部を次のように改正する。 

 第１９条の見出しを「（指定給水装置工事事業者証）」に改め、同条第１項

中「指定工事業者の指定」の次に「又は指定の更新」を加える。 

 第２１条中「を指定」を「の指定をし、若しくは指定の更新を」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 



 

野田市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程案新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

○ 野田市水道事業給水条例施行規程（平成10年野田市水道事業規程第1号） 

改  正  案 現     行 

(指定給水装置工事事業者証) (指定工事業者証) 

第19条 管理者は、指定工事業者の指定又は指定の更新を行ったときは、速やかに指

定工事事業者に指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交

付する。 

第19条 管理者は、指定工事業者の指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に

指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。 

2～4 (略) 2～4 (略) 

(公示) (公示) 

第21条 管理者は、指定工事業者の指定をし、若しくは指定の更新をし、又は指定を

停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。 

第21条 管理者は、指定工事業者を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消した

ときは、その都度これを公示する。 

  

 



 

野 田 市 水 道 部 

 

水道部マスコットキャラクターの名前の決定について 
 

現在、水道部では、水道事業の広報活動を強化し、水道水の安全性や美味しさなどの情報発

信に力点を置いた取組を開始しております。 

そのＰＲ戦略として、マスコットキャラクターを作成し、ＰＲ活動を積極的に行おうとする

ものです。 

下記マスコットキャラクター３体は、現在策定中の水道ビジョンの「安全・持続・強靭」に

合わせ、水道部職員が提案し作成したものです。また、名前についても、水道部職員から募集

し、提案された中から水道部内において厳選し、１体につき３案に絞り込んだものです。 

マスコットキャラクターの名前につきましては、８月８日開催の水道事業運営審議会におい

て、委員の皆様に３案の中から最も相応しいと思われる名前を１つ選定していただきたいと考

えております。 

なお、詳しくは、審議会当日にご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

記 

（1）安全 （2）持続 （3）強靭 

   

（名前案・理由） （名前案・理由） （名前案・理由） 
      

水滴の音をイメージ 

      
「水の花」をイメージ 

 
 

      
耐震管の GX 管をイメージ

し、令和元年度に制作するこ

とから１号とした 
      

野田を「やた」と読み体系

が丸いことから 
 

      
水を掘り当てた人が喜ぶ様

子を曲にした「マイムマイ

ム」より 

      
配水管のロボットをイメー

ジ 

      
水をイメージ 

      
水をきれいにする妖精をイ

メージ 

      
水道の蛇口をイメージ 

 
 

※各キャラクターについて、最も相応しいと思う名前を一つ選び、太枠内に〇をしてください。 

野田の 

やたまるくん 

野田の 

ロカちゃん 

野田の 

ぽったん 

野田の 

すいっぴー 

野田の 

みずかちゃん 

野田の 

マイムちゃん 

野田の 

ＧＸロボ１号 

野田の 

ロボカン 

野田の 

じゃぐたん 


